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第五十三条  小学校においては、必要がある場合には、一部の各教科について、こ

れらを合わせて授業を行うことができる。  

第五十四条  児童が心身の状況によつて履修することが困難な各教科は、その児童

の心身の状況に適合するように課さなければならない。  
 

 

【学校教育法施行令の一部改正について】 

改正の趣旨 

 今回の学校教育法施行令の改正は、平成 24 年 7 月に公表された中央教育審議会

初等中等教育分科会報告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構

築のための特別支援教育の推進」（以下「報告」という。）において、「就学基準に

該当する障害のある子どもは特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決定

の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、

医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観

点から就学先を決定する仕組みとすることが適当である。」との提言がなされたこ

と等を踏まえ、所要の改正を行うものであること。 

なお、報告においては、「その際、市町村教育委員会が、本人・保護者に対し十分

情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教

育委員会、学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則

とし、最終的には市町村教育委員会が決定することが適当である。」との指摘がな

されており、この点は、改正令における基本的な前提として位置付けられるもので 

あること。 

 
 

【特別支援教育の推進について（通知）】 
19 文科初第 125 号 

平成 19 年 4 月 1日 

１．特別支援教育の理念 

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取

組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、

その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及

び必要な支援を行うものである。 

また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅

れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全て

の学校において実施されるものである。 

さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害

の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生

社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な

意味を持っている。 

２．校長の責務 

校長（園長を含む。以下同じ。）は、特別支援教育実施の責任者として、自らが

特別支援教育や障害に関する認識を深めるとともに、リーダーシップを発揮しつつ、

次に述べる体制の整備等を行い、組織として十分に機能するよう教職員を指導する

ことが重要である。 

また、校長は、特別支援教育に関する学校経営が特別な支援を必要とする幼児児

童生徒の将来に大きな影響を及ぼすことを深く自覚し、常に認識を新たにして取り

組んでいくことが重要である。 

３．特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組 

(1) 特別支援教育に関する校内委員会の設置 

(2) 実態把握 
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